
施設基準のお知らせ

【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】

● 当院では、オンライン資格確認等システムを活用し、患者さまの診療情報・薬剤情報等を取得・活用することで、
質の高い歯科医療の提供に努めています。

● また、電子的歯科診療情報連携体制を整備し、マイナ保険証利用の促進など、医療 DX を通じて医療の質向上に
取り組んでおります。

● 当院では、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で発行しております。
 （不要の場合はお申し出ください）

【歯科初診料の注1に規定する施設基準】

● 歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤し、
職員に院内感染に係る院内研修等の実施をしています。

【歯科外来診療医療安全対策加算１】

● 当院では安全で良質な医療を提供し、患者さまに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・器具を有して
います。

● 自動体外式除細動器（AED）を設置しており、医療安全に配慮しています。
● 医療安全管理対策など、各種の医療安全に関する指針を備えています。
● 患者さまの搬送先として国立病院機構　大阪医療センター (口腔外科 )と連携し、緊急時の体制を整えています。

【歯科外来診療感染対策加算１】

● 歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の準備、十分な機器を有し、院内感染防止対策に係る研修を受けた者を

配置しています。

【小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算】

● 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理、高齢者・小児の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る
研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等
に参加しています。

● 自動体外式除細動器 (AED)を常備しています。

【一般名処方加算】

● 一般名処方（薬剤の商品名ではなく有効成分を処方箋に記載すること）によって特定の医薬品の供給が不足した場合
でも、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。
　医薬品の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を十分に説明します。

当院では下記の施設基準を取得しています。


